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現行の年金制度の問題点①

将来に向けて莫大な額の財源が不足

５７０兆円

（過去の加入期間相当分の今後の給付費－積立金）

＝
財政面の厳しさ

保険料財源の無駄使い

その一方で・・・

・杜撰なグリーンピア業務や住宅融資業務（※前回改正で廃止）

・社会保険庁職員の人件費・福利厚生費

※　積立金（１６０兆円）の４割が不良債権化との試算もあるが、そうした実態さえ不明
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現行の年金制度の問題点②

複雑で不公平な制度の分立

各制度間で所得、保険料、年金給付の関係が不公平

雇用環境が流動化・多様化している状況にも不適合

政府・与党の一元化は厚生年金・共済年金に限定
２



  

現行の年金制度の問題点③

給付と負担の関係が不明確（世代間の不公平）

年金給付が減少することへの不安

保険料負担が増大することへの不安

・　後世代ほど給付される水準以上に負担が重くなる不安

・　個々人の給付と負担の関係についての情報さえ不十分

負担の先送り

積立方式のような説明をしながら・実際は賦課方式で運営
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未納未加入問題

現行の年金制度の問題点④

年金制度への信頼が低下し、保険料納付率は約６割
※　納付率〔平成１６（２００４）年度〕　　６３．６％

→　特に若年層の納付率が著しく低い
※　２０～２４歳：４９．６％　　２５～２９歳：５０．２％

未納未加入問題は未解決のまま

納付率向上を目指した結果発生したのが

２０万件を超える不正免除問題
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平成１６年年金制度改正の内容とその問題点

保険料水準を平成２９（２０１７）年以降固定し、その引き上げ過程を
法律上明記　〔厚生年金：１８．３％（毎年０．３５４％引き上げ）、国
民年金：１６，９００円（毎年２８０円引き上げ）※平成１６年度価格〕

標準的世帯の厚生年金給付水準は、現役世代の平均年収の５０％
を上回る水準を確保　〔平成３５（２０２３）年度以降：５０．２％〕

⇒問題点：甘い前提条件に立った計算
　　　出生率は平成１９（２００７）年に１．３１で底を打ち、平成６２（２０５０）年に

　　　　１．３９に回復するという前提だが、平成１７（２００５）年の出生率は過去最
　　　　低の１．２５
　　　　今後も１．２５のまま推移すると、厚生年金支給額は５０％を割り込み、
　　　　約４８％にまで引き下げなければならない

基礎年金の国庫負担割合を平成２１（２００９）年度までに１／３から
１／２に引き上げ

⇒問題点：財源をどのように賄うのかが不明確
５



  

その他の論点

・　労働時間が通常の労働時間の４分の３未満の短時間（パート）労働者は厚生年金の
　適用対象とならないが、被用者としての将来の年金保障を充実させ、雇用者側と被雇
　用者側の双方に中立的な仕組みとする観点から、パート労働者に厚生年金適用を
　拡大する意義あり
・　短期的には企業やパート労働者自身の負担増になることから、平成１６年改正では
　実現せず、「５年を目途として、総合的に検討」との検討規定が設けられたところ

パート労働者への厚生年金適用

・　サラリーマンの被扶養配偶者（専業主婦など）は、「第３号被保険者」として国民年金
　に強制加入され、基礎年金の受給権があるが、保険料は妻自身が納める必要はなく、
　夫などの加入する被用者年金全体で、夫などの保険料等により費用を負担
　⇒問題点：制度間での不公平が発生

専業主婦の保険料負担

・　平成１９（２００７）年４月以降に離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定が
　あれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが可能となる制度が平成
　１６年改正により導入

離婚時の年金分割制度
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年金制度の「抜本改革」に向けての考え方

現行制度の延長線上の小手先の改革ではダメ！

①　新たな社会構造（少子高齢化や雇用環境の変化）

　に対応できる分かりやすく効率的な制度

②　給付と負担の関係についての明確化・情報公開

③　国民の間における公平性の実現
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「抜本改革」の具体案（民主党案）

○　国民年金、厚生年金、共済年金の３つに分立した制度を一元化

○　所得に応じた負担、負担に応じた給付（＝「所得比例年金」）

　　　　 ※　保険料率の上限は１５％

○　老後の最低限の所得を保障する「最低保障年金」を創設

　　　　 ※　年金目的消費税により全額税財源

　　　　※　支給金額は月７万円を基本とし、所得比例年金の給付額の高い層には減額

　　　　※　月７万円の年金支給を全額消費税で賄った場合、平成３７（２０２５）年度時点で

　　　　　　の消費税率は１１．１％（粗い試算）だが、最低保障年金は高所得者に対する給

　　　　　　付が減額されることから実際の税率は抑制可能

　　　　※　消費税については、食料品等の生活必需品に対する軽減税率なども検討

○　社会保険庁を廃止し、国税庁と統合して歳入庁を創設

○　個々人の負担と将来の給付についての情報を徹底開示
８



  

民主党案の年金制度のイメージ図

年金制度改革で成功したスウェーデン方式を参考にしたモデル

７万円

消費税

所得に応じた
保険料
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民主党「抜本改革」の意義

①　場当たり的な見直しの打ち止め
　　　　・ 厳しめの見通しの下で、半永久的な負担と給付の水準を設定
　　　　・ 老後の基本的な生活を保障する部分には消費税財源を利用し、社会変化に
　　　　 左右されない安定した給付を実現

②　責任の明確化
　　　　・ 社会保険庁による保険料徴収の怠慢、保険料の無駄使いの責任

③　給付と負担の関係の明確化
　　　　・ 現役時代に収めた保険料に応じて老後の年金が決まり、一元化された制度の
　　　　 下、自らの負担と将来の給付との関係が明確化
　　　　・ スウェーデンの「オレンジレター」のような年１回の通知やインターネットによる
　　　　 確認も可能に

④　制度間の不公平の是正
　　　　・ すべての国民がひとつの制度の下で、公平な負担と給付を受けられるように
　　　　 なり、多様な生き方が選択可能
　　　　・ 専業主婦の受給権、パート労働者の厚生年金適用などの問題も解決

１０


